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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月7日(2011.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然テトラサイクリン、半合成テトラサイクリン、合成テトラサイクリンおよびこれら
の組み合わせから選択される１つ以上のテトラサイクリン化合物と、
　テトラサイクリン化合物の吸収を阻害する１つ以上の効果的な阻害剤と、を含む、経口
投与するための薬学的組成物であって、
　上記テトラサイクリン化合物の吸収を阻害する阻害剤は、１つ以上の無毒性の多価金属
を含み、
　上記多価金属は、塩、または、胃内または腸内で塩に変換され得る化合物の形態であり
、
　上記多価金属のモル比が、１ｍｏｌｅのテトラサイクリン化合物に対して、略１０ｍｏ
ｌｅよりも高く７５ｍｏｌｅ未満である、経口投与するための薬学的組成物。
【請求項２】
　１服あたり、略０．２ｍｍｏｌ～略４ｍｍｏｌのテトラサイクリン化合物を含む請求項
１に記載の組成物。
【請求項３】
　上記多価金属が、カルシウム、マグネシウム、またはこれらの組み合わせであり、
　任意で、更に、無毒な量の鉄、亜鉛、またはこれらの組み合わせを含む請求項１に記載
の組成物。
【請求項４】
　更に、抗生物質、ステロイド抗炎症化合物、非ステロイド抗炎症化合物から選択される
薬学的に活性な添加物；ホルモン；健康補助食品；ビタミン；微小元素；メントール；基
材、結合剤、潤滑油、錠剤分解物質、錠剤化剤から選択される賦形剤；およびこれらの組
み合わせを含む請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　腸溶性組成物として製剤されており、
　上記テトラサイクリン化合物および上記多価金属の腸内における放出が、ｐＨ依存的で
あるとともに、略ｐＨ５～略ｐＨ７の範囲にて活性化される請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　末梢部位の炎症性疾患を処置するための処置法であって、
　テトラサイクリン化合物と当該テトラサイクリンの胃における吸収を阻害する阻害剤と
を含む成分を投与して、腸内で上記テトラサイクリン化合物の抗炎症作用を促進する工程
を含む炎症性疾患の処置法。
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【請求項７】
　上記テトラサイクリン化合物は、当該テトラサイクリン化合物の胃における吸収を阻害
する阻害剤を含む経口投与組成物の一部分である請求項６に記載の処置法。
【請求項８】
　上記テトラサイクリン化合物は、天然テトラサイクリン、半合成テトラサイクリン、合
成テトラサイクリン、またはこれらの組み合わせの中から選択され、好ましくはテトラサ
イクリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ドキシサイクリン、薬学
的に許容可能なこれらの塩、およびこれらの混合物の中から選択される請求項６に記載の
処置法。
【請求項９】
　上記テトラサイクリンの吸収を阻害する阻害剤は、塩の形態、または、胃内もしくは腸
内で塩に変換され得る化合物の形態である１つ以上の無毒性の多価金属を含む請求項６に
記載の処置法。
【請求項１０】
　処置される疾患が、糖尿病、肥満症、アテローム性動脈硬化症、白内障、再潅流傷害、
癌、感染後髄膜炎、リウマチ熱、全身性エリテマトーデス、にきび、酒さ、自己免疫脳炎
、ブドウ膜炎、甲状腺炎、筋無力症、喘息、アレルギー、結腸炎、脳卒中、てんかん、脳
損傷、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病、過敏性腸症候群、および、ク
ローン病から選択される請求項６に記載の処置法。
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